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○ 寄附金（税額）控除のための書類の記載例及び様式  

 



衆議院小選挙区選出議員選挙候補者（立候補予定者）の方へ 
 

 公職選挙法第189条第１項の規定により、出納責任者は、公職の候補者の選挙運動

に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出についての報告書（以下「収支報告

書」という。）を提出しなければなりません。 
 

提出期限等は、次のとおりとなります。必ず期限までに提出をしてください。 

提出をしない場合は、罰則の適用があります。 

 

 

 ○収支報告書の提出期限 

   令和８年２月23日（月） 17時まで 

※提出日までのすべての収入及び支出を記載した収支報告書を（第１回分と

して）提出してください。 

※第１回収支報告書の提出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出

については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から７日

以内に提出してください。 
 

 ○収支報告書の受付場所 

   福岡県庁行政棟９階南棟 選挙管理委員会事務室 

   ただし、令和８年２月23日（月）のみ、福岡県庁３階講堂 

   ※代理人が提出する際には、出納責任者の印（認印で可）を持参してくださ

い。収支報告書に出納責任者の印がない場合、出納責任者本人と代理人と

の間の委任関係を確認する資料（委任状等）の提示が必要となります。 
 

 ○領収書等の写し等の添付について 

   収支報告書には、その収支報告書に記載されたすべての支出に係る領収書等

の写しを添付しなければならないことになっています。 

   この領収書等の写しは、Ａ４サイズで収支報告書の記載順に整理のうえ、提

出してください（個々の領収書等の写しが重ならないように、できるだけ１枚

に複数の写しをおさめてください。）。 

領収書等を徴し難い事情があった支出があるときは、「領収書等を徴し難い

事情があった支出の明細書」(42頁掲載)を添付してください。 

なお、金融機関への振込みにより支出したものについては、「当該支出の目

的を記載した書面」（43頁掲載）及び金融機関が作成した振込明細書の写しを

もって、「領収書等を徴し難い事情があった支出の明細書」に代えることがで

きます。 

   ただし、振込明細書に支出の目的が記載されているとき（出納責任者による 

記入も可）は、「当該支出の目的を記載した書面」を別途提出することは不要 

です。 

 
 



 

第１ 出納責任者の権限 

公職の候補者等（候補者又は候補者届出政党若しくは推薦届出者）は、候補者の選挙運

動（候補者届出政党の選挙運動を除く。）に関する収入及び支出の責任者である出納責任

者を選任しなければならない（法 180①）。 

 

１ 届出前の寄附の受領及び支出の禁止 

出納責任者（職務代行者を含む。）は、立候補の届出後、その選任届出がなされた

後でなければ、候補者の推薦、支持又は反対その他の選挙運動のために、いかなる名義

であろうとも、寄附を受けたり、支出したりすることは一切できない（法 184）。 

なお、出納責任者以外の者は、出納責任者の選任届出のいかんにかかわらず、選挙

運動のための寄附を受けることはできる（この場合、出納責任者の選任届出後に、当該

出納責任者に対し寄附に関する明細書の提出を要する。）。また、出納責任者になろう

とする者が、立候補の届出前に寄附を受領し、立候補準備のための支出をすることは差

し支えない。 

 

２ 支出権限 

選挙運動のために要する支出は、選挙運動費用の法定制限額とも関連して、その経

理が的確に行われなければならないので、その支出権限は出納責任者に専属するものと

されている。ただし、一切の支出を出納責任者にのみ限定することは、実際問題として

不便であるから、次の支出は出納責任者以外の者でもすることができる（法 187①）。

(1) 立候補準備のための支出 

立候補準備のために要する支出については、立候補前には出納責任者は存在せず、

その支出を出納責任者の責任とすることはできないので例外とされている。 

立候補準備のために要する支出とは、ポスター、立札、看板の類をあらかじめ作

成しておいたり、選挙運動用葉書の印刷をあらかじめ依頼したり、選挙公報、新聞

広告の原稿を作成しておいたり、書面又は口頭で出納責任者の委嘱、選挙事務所の

借上げ等について内交渉をしたりする行為に要する支出をいう。 

この支出のうち、候補者若しくは出納責任者となった者が支出したもの、又は他

の者がこれらの者と意思を通じて支出したものは、選挙運動費用とされ、法定制限

額の適用を受けるので、出納責任者は就任後直ちに精算し、会計帳簿に記載しなけ

ればならない(法 187②)。 

(2) 電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出 

第三者が電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動をすることは

自由である。ただし、候補者又は出納責任者と意思を通じて電話又はインターネッ

ト等を利用して選挙運動を行った場合は、その費用を選挙運動に関する支出に算入

しなければならない。 
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(3) 出納責任者の文書による承諾を得た支出 

立候補届出後は、電話及びインターネット等を利用する方法による選挙運動に要

する経費を除き、出納責任者の文書による承諾を得ない限り、選挙運動に関する一

切の支出をすることができない（候補者が支出する場合であっても同様である。）。 

「文書による承諾」とは、必ずしも詳細な使途を特定する必要はないが、少なく

とも食糧費何食分何円という程度には記載してなされるべきであり、単に一定の金

額について概括的な支出の承諾を与えることはできないとされている。 

なお、選挙運動員等が出納責任者のために機械的補助者として支出することは可

能である。 

 

３ 支出金額の最高額の決定 

出納責任者の選任者（候補者又は候補者届出政党の代表者若しくは推薦届出者）は、

文書で出納責任者の支出することのできる金額の最高額を定め、出納責任者とともにこ

れに署名押印しなければならない（法 180②）。なお、最高額は、消費税を含んだ額であ

る。 

 

 

第２ 出納責任者の職務 

 

１ 収入及び支出に関する基本的用語の定義 

(1) 収入 

収入とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束を

いう（法 179①）。 

ア 「金銭」とは、法定通貨をいい、外国紙幣、金塊及び銀塊等は物品に含まれる。 

イ 「物品」とは、金銭以外の有体物をいい、電気、熱等も含まれる。 

ウ 「その他の財産上の利益」とは、金銭、物品以外の有体、無体の財産上の利益

をいい、債務の免除、金銭又は物品の貸与、労務の無償提供等もこれに該当する。 

エ 「収受」には、所有権を取得することと占有権を取得することの双方が含まれ、

占有の移転を伴う受託、保管、使用貸借も含まれる。 

オ 「承諾」とは、相続のようにそれ自身で権利義務の承継の効果を生ずる単独行

為をいう。 

カ 「約束」とは、相手方との間に、将来金銭、物品その他の財産上の利益を収受

すべき旨の合意が成立することをいい、その合意のとき収入となる。 
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(2) 寄附 

寄附とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付

の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう(法 179

②)。 

例えば、購入代金の支払等は債務の履行であるから、寄附の概念には入らない。 

ア ここでいう「寄附」は、現実の供与又は交付のみならず、供与又は交付の約束

も含み、社会通念上の概念よりも広い。 

イ 選挙等の際に特定目的のため党費又は会費の名義で出す贈与的性質を有するも

のは、ここにいう「党費又は会費」でなく、寄附と見るべきである（昭 23.10.21

実例）。 

ウ 収入は受け入れる側からの概念であり、寄附は与える側からの概念である。し

たがって、寄附されたものはすべて収入となる。 

(3) その他の収入 

収入から寄附を除いたものをいい、例示すれば、おおむね次のとおりである。 

ア 選挙運動費用に充てるため借用した金銭 

イ 選挙運動のため物を売却して得た代金 

ウ 自己資金のうち選挙運動費用に充てたもの 

(4) 支出 

支出とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付

の約束をいう（法 179③）。すなわち、支出とは、支出する側から見て、寄附に党費、

会費その他債務の履行としてなされるものを含めたものである。 

(5) その他 

「収入」、「寄附」、「支出」の項目中の金銭、物品その他の財産上の利益には、

花輪、供花、香典又は祝儀として供与され、又は交付されるものその他これらに類

するものも含まれる（法 179④）。 

 

２ 会計帳簿の備付け及び記載 

出納責任者は、次に掲げる様式の会計帳簿（収入簿、支出簿）を作成して備え付け、

候補者のためになされた選挙運動（立候補の準備行為等を含む。）に関するすべての収

支を記載しなければならない（法 185）。なお、金銭以外の財産上の利益については、時

価に見積もった金額を記載しなければならない。 

（参考） 

時価換算の時期は、選挙運動のため、財産上の義務を負担し、又は金銭以外の財産

上の利益を使用し、若しくは消費したときの時価をいうものであり、「時価」とは、そ

の時期、場所における財産上の利益を通常価格に見積もった金額をいう。 

「通常価格」とは、客観的に普通有している価値をいう。「時価に見積もる者」は
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出納責任者である。 

(1) 収入簿 

選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入（候補者のために候補者又は出

納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。）を記載しなければならない。 

また、寄附をした者については、その者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額

及び寄附年月日を記載しなければならない。なお、匿名による寄附は禁止されてお

り(規正法 22 の６①)、カンパ等の場合であっても、寄附者の氏名、住所及び職業並

びに寄附の金額及び寄附年月日を明らかにしてカンパを受ける必要がある。 

ア 「候補者のために」とは、当該候補者が寄附の相手方であるなしを問わず、寄

附の金品等の用途が候補者の選挙運動のために使われる趣旨である。 

イ 「意思を通じて」とは、候補者又は出納責任者と寄附者又はその受領者との相

互の間に、当該候補者のために寄附がなされることについて明示的又は黙示的に

意思の連絡があることをいう。 

ウ 公認料が政党等から交付された場合には、寄附として取り扱うべきである（昭 2

3.10.21 実例）。 

エ 陣中見舞いも寄附とされている（昭 26.３国警質疑集）。 

 

    ○収入簿の様式（規則別記第 30 号様式） 

年月日 
金額又は 

 
見 積 額 

種別 

寄  附  を  し  た  者 金銭以外の 
寄 附 及 び 
そ の 他 の 
収入の見積 
の 根 拠 

備考 住所又は主 
たる事務所 
の 所 在 地 

氏    名 
又    は 
団 体 名 

職    業 

 
       円 
       

        

        

        

合 計        

 留意事項 

① この帳簿には、選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入を記載するも

のとする。 

② 債務の免除、保証その他金銭以外の財産上の利益の収受については、その債務

又は利益を時価に見積もった金額を記載するものとする。 

③ 寄附及びその他の収入が金銭以外のものであるときは、「金銭以外の寄附及び

その他の収入の見積の根拠」の欄にその員数、金額、見積りの根拠等を記載する

ものとする。 

④ 寄附のうち金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付の約束は、その約

束の日の現在において記載するものとし、その旨並びにその履行の有無及び年月

日等を「備考」欄に記載するものとする。 

⑤ 「種別」の欄には、寄附金とその他の収入との区別を明記するものとする。 

⑥ ①～⑤に定めるもののほか、出納責任者において必要と認める事項を記載する
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ことができる。 

(2) 支出簿 

選挙運動に関するすべての支出（候補者のために候補者又は出納責任者と意思を

通じてなされた支出を含む。）を記載するものである。 

なお、「候補者のために」及び「意思を通じて」の意義については、(1)収入簿の

項と同義である。 

 

    ○支出簿の様式（規則別記第 30 号様式） 

年 月 日 

    金額又は見積額 支 
出 
の 
目 
的 

     支出を受けた者 金銭以 
外の支 
出の見 
積の根 
拠 

支出 
をし 
た者 
の別 

 

備 
 

考 
金 銭 

 
支 出 

金 銭 
以外の 
支 出 

合 計 
住所又は主 
たる事務所 
の 所 在 地 

氏名又 
は団体 
名 

職業 

     円     円     円        

           

           

合計           

  留意事項 

① この帳簿には、選挙運動に関するすべての支出を記載するものとする。 

② この帳簿には、(一)立候補準備のために支出した費用、(二)選挙運動のために

支出した費用の二科目を設けて(又は各々分冊して)記載し、「支出をした者の

別」の欄に、出納責任者の支出、候補者の支出、その他の者の支出の別を明記す

るものとする。 

③ この帳簿の各科目には、(一)人件費、(二)家屋費（(ｲ)選挙事務所費、(ﾛ)集合

会場費等）、(三)通信費、(四)交通費、(五)印刷費、(六)広告費、(七)文具費、

(八)食糧費、(九)休泊費、(十)雑費の費目を設けて、費目ごとに記載するものと

する。 

④ 金銭の支出をしたときは、「金額又は見積額」欄中「金銭支出」の欄に記載し、

財産上の義務を負担し、又は建物、船舶、自動車、飲食物、その他の金銭以外の

財産上の利益を使用し、若しくは費消したときは、「金銭以外の支出」の欄に時

価に見積もった金額を記載し、その都度あわせて合計を記載するものとする。 

前項の場合において「金銭支出」と「金銭以外の支出」とは、別行に記載するも

のとする。 

⑤ 支出が金銭以外の支出であるときは、「金銭以外の支出の見積の根拠」の欄に、
その員数、金額、見積りの根拠等を記載するものとする。 

⑥ 「支出の目的」の欄には、支出の目的（謝金、労務者報酬、演説会場費等）、

員数等を記載するものとする。 

⑦ 支出のうち金銭、物品その他財産上の利益の供与又は交付の約束は、その約束

の日の現在において記載するものとし、その旨並びにその履行の有無及び年月日

を「備考」欄に記載するものとする。 

⑧ 専ら在外選挙人の投票に関してする選挙運動で国外においてするものに関する

支出については、その旨を「備考」欄に記載するものとし、当該支出の合計を記

載するに当たっては、これ以外の支出と区別し、外書として括弧を付して記載す

るものとする。 

⑨ 選挙運動に係る公費負担対象支出（選挙運動用通常葉書、ビラ若しくはポスタ

ーの作成又は選挙事務所、選挙運動用自動車等若しくは個人演説会場の立札及び

看板の類の作成に係るもの）については、「備考」欄にその旨を記載するものと
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する。 

⑩ ①～⑨に定めるもののほか、出納責任者において必要と認める事項を記載する

ことができる。 

(3) 支出科目別の記載上の注意事項 

ア 人件費 

候補者については、人件費はないと解されている。また、「選挙運動に従事する

者」に対しても、報酬は支給できないのが原則であるが、一定の者（㋐選挙運動の

ために使用する事務員、㋑専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上に

おける選挙運動のために使用する者、㋒専ら手話通訳のために使用する者及び㋓専

らウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布

又は選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために行う要約筆記のために使用

する者）であらかじめ県の選挙管理委員会に届け出たものに対しては、支給するこ

とができる。ただし、㋐から㋓までの者を通じて１日に 50 人を超えて、報酬を支払

ってはならない。 

なお、「選挙運動のために使用する労務者」に対しては、報酬を支給することが

でき、人数についても制限はない（法 197 の２）。 

また、これら運動員等に対して支払われる実費弁償の額は、交通費等の費目とし

て処理されるべきである(10 頁「３ 実費弁償及び報酬の額 」の項を参照のこと)。 

（参考） 

① 一般に、選挙運動に従事する者のうち㋐から㋓までの者には、総括主宰者、出

納責任者等の選挙運動の枢機に参画するような者や、親族、友人等の特別の信頼

関係から選挙運動に従事する者は含まれない。 

② 「選挙運動のために使用する事務員」には、直接選挙人に働きかける行為を行

う者は含まれない。 

③ 「専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のた

めに使用する者」とは、いわゆる「うぐいす嬢」のように、選挙運動用の自動車

又は船舶の上において連呼行為等の選挙運動を行うことを本務として雇用された

者である。 

したがって、このような者が一時的に停止した自動車等の周囲において演説を

行うことがあっても、車上等における選挙運動を本務としていると認められると

きは、報酬を支給することができるが、車上等における選挙運動を本務としない

者が一時的に車上等における選挙運動に従事することがあっても、報酬を支給す

ることができない。 

④ 「選挙運動のために使用する労務者」とは、選挙人に対し直接に投票を勧誘す

る行為又は自らの判断に基づいて積極的に投票を得又は得させるために直接、間

接に必要かつ有利なことをするような行為、すなわち、法にいう選挙運動を行う

ことなく、専らそれ以外の単純かつ機械的労務に従事する者をいう(昭 53.１.26
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最高裁判決)。 

具体例としては、ポスター掲示場へのポスター貼りや葉書のあて名書きのよう

に、選挙人に対する直接の投票依頼を内容としない行為を本務とし、かつ、これ

らの行為を自らの判断に基づいて積極的に行うなどの特別の事情がない者等が

「労務者」に当たる。 

⑤ 選挙運動のために使用した労務者が労務に従事中傷害を負ったため、候補者

が医療費として支出したようなものは、選挙運動費用に加算されない（内務

省）。 

⑥ 応援弁士に対しては報酬を支払うことはできないが、実費弁償をすることは当

然であって、その費用は、選挙運動費用に加算される。 

イ 家屋費 

主として選挙事務所及び備品等の借上料、電話架設費並びに個人演説会の会場の

借上料である。 

（参考） 

① 候補者が自宅を選挙事務所に使用した場合の費用は、選挙運動費用に加算する

必要はない（昭 22.４警保局）。 

② 選挙運動のために備えた椅子、硝子等の破損弁償金のように通常の損料に属し

ないものは、選挙運動費用に加算されない（内務省)。 

③ 政党の支部、自己の後援会等の事務所を選挙事務所として無償で借りた場合に

は、時価で見積もった額を借入先からの寄附として収入に計上し、かつ、同額を

選挙事務所費として支出に計上しなければならない。 

④ 公営施設使用の個人演説会の場合は、１会場につき、１回に限り無料で使用で

きるので、この場合は選挙運動費用に加算されない。  

ウ 通信費 

電報、電話（借上料及び電話料）、葉書、封書に要する費用である。 

（参考） 

① 電報、葉書（選挙運動用通常葉書を除く）、封書は、選挙運動のための文書と

しては使用できず、事務連絡用のものに限る。なお、選挙運動用通常葉書は無料

で差し出すことが出来るため、通信費は発生しない。 

エ 交通費 

選挙運動に従事する者、労務者の電車賃、汽車賃、バス代等である。候補者分に

ついては、選挙運動費用に加算されない（法 197①Ⅲ）。 

（参考） 

①  候補者の乗用する自動車に運動員が同乗したような場合には、一般には便乗と

解されるので算入の必要はない。ただし、主として運動員が使用するものに、時

折候補者も同乗するような場合は、加算すべきである(昭 26.３国警質疑集）。 
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② 候補者の所有する自動車であっても、選挙運動員が使用する場合については、

その費用は選挙運動費用に加算すべきである（昭 26.１.５実例）。 

③ 選挙運動員が自己名義の定期乗車券（日常使用するもの）を利用して選挙運動

をした場合においては、その利益は選挙運動費用に加算されない(昭 26.１.５実

例）。 

④ 選挙運動員の選挙運動のための交通費等は、運動員がその受領を辞退した場合

でも、選挙運動費用に算入される（昭 28.４実例）。 

⑤ 選挙運動用の自動車及び船舶を使用するために要した費用は、選挙運動費用に

加算されない（法 197②、14 頁参照）。 

⑥ 選挙運動に使用中の自動車が転落した際の引揚作業に要した費用は、選挙運動

費用に加算されない（昭 26.３国警質疑集）。 

オ 印刷費 

選挙運動用ポスター、ビラ及び葉書の印刷費等である。 

（参考） 

① 官製葉書を使用する場合は印刷費のみが、また、私製葉書を使用する場合は紙

代と印刷費が、選挙運動費用に算入される（昭 33.４.24 実例）。 

② 選挙公営により選挙運動用ポスター、ビラ及び通常葉書の作成費が国庫負担

される場合でも、当該作成費は選挙運動費用に算入しなければならない（昭 50.

11.20 実例）。しかし、国庫負担分を収入として計上してはならない（昭 51.４

実例）（記載例 P33 参照）。 

カ 広告費  

立札、看板、ちょうちん、たすき及び拡声機等の費用である。 

（参考） 

① 立札、看板の作成費が国庫負担される場合でも、当該作成費は、選挙運動費用

に算入しなければならない。しかし、国庫負担分を収入として計上してはならな

い（記載例 P34 参照）。 

② 公営のうち新聞広告、政見放送、経歴放送の費用については、選挙運動費用に

加算されない。 

③ 風雪による候補者の看板の復旧費は、選挙費用に加算されない（内務省）。 

④ インターネット等による選挙運動のためにプロバイダに支払った経費について

は原則として次の支出科目に区分し記載するが、当該回線の使用が専ら選挙運動

用ホームページの運用のためのものである場合は、一括して広告費に計上しても

差支えない。 

（1） 回線開設工事料→家屋費 

（2） 回線接続料（月額料金）、レンタルサーバー使用料→通信費 

（3） ホームページスペース使用料、独自ドメイン取得・更新費用→広告費 
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キ 文具費 

紙、筆記用具その他選挙運動のために使用した消耗品等の費用である。 

ク 食糧費 

湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子の提供に要した費用並びに法律上

許容された選挙運動に従事する者及び労務者に対して提供する弁当の調製に要した

費用等である。 

（参考） 

① 選挙事務所において選挙運動に従事する者及び労務者に対して提供する弁当等

の食事料は、次の個数及び金額を超えてはならない（法 139）。 

・ 提供できる弁当の数 540 食以内 

・ 提供できる弁当の価格 １食 1,500 円以内 

（１人に１日何食提供してもよいが、１人・１日につき 4,500 円以内でなければ

ならない。） 

・ 提供できる期間（公示日から選挙期日の前日まで） 

② 陣中見舞いに来た選挙人等に、食事を提供することはできない（法 139）。 

③ 選挙運動員の日常の飲食物費は、実物の供給又は実費の弁償があった場合を除

くほか、選挙運動員の自弁によるものは、これを選挙運動費用として計算すべき

ものではない（内務省、司法省）。 

④ 選挙運動に従事する者に対し弁当を提供した場合において、選挙運動に従事す

る者に支給することができる実費弁償としての弁当料の額は、法の基準に従い定

められた１日についての実費弁償としての弁当料の額から当該提供した弁当の実

費に相当する額を差し引いた額以内となる（令 129②）。 

また、労務者に対し弁当を提供した場合において、労務者に支給する報酬の基

本日額は、報酬の基本日額から当該提供した弁当の実費に相当する額を差し引い

た額以内となる（令 129②）。 

ケ 休泊費 

休憩及び宿泊に要した費用である。 

（参考） 

候補者等が選挙運動のため、親戚、知人の宅に宿泊した場合の費用は、実費を支

払った場合にはその額、支払わない場合にはその時期及び場所における相当額を、

選挙運動費用として計算しなければならない（昭 25.10.４実例）。 

コ 雑費 

ア～ケ以外の諸費をいうのであるが、例えば、看板等の作成に当たって、看板屋

に請け負わせたものであるときは広告費に、労務者を雇い、材料を提供して作成し

たものであるときは、労務者に要した費用は人件費に、材料代等は雑費に、ペンキ

代等は文具費に計上して処理すべきである。そのほか、光熱水費等が考えられる。 
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３ 実費弁償及び報酬の額 

実費弁償とは、実費の支出に対する相当額の補償をいう。したがって、現実に要し

た金額を超えて支給することはできない。また、一方で、実費弁償できる額には制限が

あり、現実に要した実費であっても、次の基準に従い、県選挙管理委員会の定めた額

（最高限度額）を超えて支給してはならない。なお、最高限度額は、消費税を含んだ額

である。 

(1) 選挙運動に従事する者１人に対して支給できる報酬及び実費弁償の最高限度額（法

197 の２） 

限度額は次のとおり。なお、出納責任者が限度額を超えて支給した場合には、買

収の推定を受けることになる（昭 28.10.21 自治庁、法務省、国警本部協議決定）。 

ア 報酬（届出従事者） 

(ア)支給できる者 

選挙運動に従事する者 (㋐選挙運動のために使用する事務員、㋑専ら選挙運動

のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、

㋒専ら手話通訳のために使用する者及び㋓専らウェブサイト等を利用する方法に

よる選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は選挙運動のために使用する文

書図画の掲示のために行う要約筆記のために使用する者に限る。)で、あらかじ

め文書（次に掲げる様式によること。）により県選挙管理委員会に届け出た者。 

㋐～㋓以外の選挙運動に従事する者には、報酬を支給できない。 

また、㋐～㋓に従事する者であっても、あらかじめ県選挙管理委員会に届け出

た者以外の者には報酬を支給できない。 

(イ)支給できる人数及び期間 

１日について、㋐から㋓までの者を通じて 50 人を超えない範囲内（令 129③

Ⅰ）で、立候補の届出後、県選挙管理委員会に届け出た日から選挙期日の前日ま

での間。 

立候補届出の日から選挙期日の前日までの期間を通じて、１日の最高限度の員

数の５倍（250 人）を超えて異なる者を届け出ることはできないので注意するこ

と（令 129⑧。６頁「(3)支出科目別の記載上の注意事項」の項を参照のこと）。 
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(ウ)報酬額（１人・１日につき）（令 129④） 
 

㋐選 挙 運 動 の た め に 使 用 す る 事 務 員 15,000 円以内 

㋑専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶 
  の上における選挙運動のために使用する者 

20,000 円以内 

㋒専 ら 手 話 通 訳 の た め に 使 用 す る 者 20,000 円以内 

㋓専らウェブサイト等を利用する方法によ
る選挙運動のために使用する文書図画の
頒布又は選挙運動のために使用する文書
図画の掲示のために行う要約筆記のため
に使用する者 

20,000 円以内 

なお、超過勤務をした場合でも、この額を超えて報酬を支給することはできない。
 

○報酬を支給する者の届出書様式（規則別記第 32 号様式の２） 

(注)期間を通じて 50 人を超える者を届け出る場合は、同一日の届出者数が 50 人を越えな

いよう留意すること。 

イ 費用弁償（運動員） 

(ア)鉄道賃 

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額（令 129①Ⅰ

イ）。 

（参考） 

「旅客運賃等」とは、急行料金、寝台料金を含むものである。 

(イ)船賃 

 
届   出   書  

  公職選挙法第 197 条の２第２項の規定により報酬を支給する者を次のとおり届け出ます。  
   令和  年  月  日  

何選挙候補者 

          氏  名                                           
 
  福岡県選挙管理委員会委員長 藤 井 克 已 殿 

氏  名 住   所 年齢 性別 
使用する 
者 の 別 

使用する 
期  間 

備 考 

       

       
備考１ 「使用する者の別」の欄には、選挙運動のために使用する事務員にあっては「事務員」と､ 

専ら公職選挙法第 141 条第１項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の 
上における選挙運動のために使用する者にあっては「車上運動員」と、専ら手話通訳のため 
に使用する者にあっては「手話通訳者」と、専ら第 142 条の３第１項の規定によるウェブサ 
イト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は第 143 条第１項 
の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために行う要約筆記のために使用 
する者にあっては「要約筆記者」と記載するものとする。 

２ 既に届け出た者につき、その者に係る使用する期間中、その者に代えて異なる者を届け出
る場合においては、その旨を「備考」欄に記載するものとする。（例えば、○月○日に届け
出た何某と○月○日から交代） 

３ 候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け
出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を
行うこと。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではない。 

 

-11-



 

水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額（令 129①Ⅰ

ロ）。 

(ウ)車賃 

陸路旅行（鉄道旅行を除く。）について路程に応じた実費額（令 129①Ⅰハ）。 

（参考） 

「車賃」とは、バス、タクシー、ハイヤー等の料金である。 

(エ)宿泊料（食事料２食分を含む。) 

１夜について 23,000 円以内の実費額（令 129①Ⅰニ）。 

（参考） 

宿泊した場合には、他に２食分の弁当料の実費弁償を受けることはできない。 

(オ)弁当料 

１食について 1,500 円以内の実費額。ただし、１日について 4,500 円以内（令

129①Ⅰホ)。 

（参考） 

①  １食について 1,500 円以内であり、かつ、１日について 4,500 円以内であ

れば、何回食事をしてもそれを弁償することができる。 

② 法 139 条ただし書の規定により弁当を提供した場合に、さらにその者に実費

弁償として支給できる弁当料は、１日当たりの制限額（4,500 円以内）から提

供した弁当の実費に相当する額を差し引いた額までである（令 129②。９頁

「ク 食糧費」を参照のこと。）。 

(カ)茶菓料 

１日について 1,000 円以内の実費額（令 129①Ⅰヘ）。 

 

(2) 選挙運動のために使用する労務者１人に対して支給することができる報酬及び実費

弁償の額の基準（報酬の支給又は実費に対して弁償できる最高限度額） 

基準（限度額）は次のとおり。なお、運動員とは異なり、弁当料の実費弁償はな

い。 

ア 報酬（労務者） 

 ①基本日額 

10,000 円以内。ただし、弁当を提供した場合においては、提供した弁当の実費

に相当する額を差し引いた額（令 129①Ⅱイ、令 129②）。 

 ②超過勤務手当 

１日について、基本日額の５割以内（令 129①Ⅱ口）。 

イ 実費弁償（労務者） 

(ア)鉄道賃 

(1)のイ(ア)の額（令 129①Ⅲイ） 

-12-



 

(イ)船賃 

(1)のイ(イ)の額（令 129①Ⅲイ） 

(ウ)車賃 

(1)のイ(ウ)の額（令 129①Ⅲイ） 

(エ)宿泊料（食事料を含まない。） 

１夜について 20,000 円（令 129①Ⅲロ） 

（参考） 

運動員の場合と異なり、２食分の食事料がついていないが、これは、労務者は別

に報酬の支給を受けることができるので、食事は自己の負担においてすることを建

前としているからである。したがって、労務者が宿泊して食事をした場合にも、自

己において負担しなければならない。 

 

４ 選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲 

次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなされる（法 197）。 

(1) 立候補準備のために要した支出で、候補者若しくは出納責任者となった者のした支

出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの（法 197①Ⅰ）。 

（参考） 

「立候補準備のため」とは、立候補の届出又は推薦届出をするために必要な準備で

あり、例えば、選挙事務所借入の内交渉やポスター印刷の依頼等の行為をいう。 

供託金の納付、立候補の届出のために要する経費は、その性格上選挙運動そのもの

ではないため、選挙運動費用には算入されない。 

(2) 立候補の届出があった後、候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のも

の（法 197①Ⅱ）。 

立候補準備のために要する支出及び電話及びインターネット等を利用する方法に

よる選挙運動に要する支出以外の選挙運動に関する支出は、すべて出納責任者又は

出納責任者の文書による承諾を得た者でなければできない（法 187①）。 

（参考） 

「意思を通じて」とは、選挙運動に着手前又は選挙運動の着手後であって、その選

挙運動が完了する前に合意があった場合をいう（内務省、司法省）。 

(3) 候補者が乗用する交通手段のために要した支出（法 197①Ⅲ）。 

（参考） 

交通手段に要した支出の中には、電車賃、急行料金、航空賃、船賃、バス代等が含

まれる。候補者が演説会場へ行くために自家用車をたまたま使用したとか、ハイヤー又

はタクシーを使用した場合の費用も、これに該当する。 

(4) 選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出（法 197①Ⅳ）。 

（参考） 
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選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した費用とは、選挙の期日

経過後でなければ、支払の原因が発生しない費用であって、例えば、選挙事務所の

閉鎖、選挙運動費用の精算その他事実上選挙運動の後片付けをするのに当然必要な

費用をいう。 

したがって、選挙の期日前に生じた債務は含まれない（昭２.８内務省、司法省省

議決定）。 

(5) 選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料（法 197①Ⅴ）。 

（参考） 

戸籍や住民票の発行手数料は、これに該当する。 

なお、選挙運動に関する支出のうち消費税に相当する分として支出したものは、選

挙運動費用に含まれる。 

(6) 候補者届出政党が行う選挙運動のために要した支出（法 197①Ⅵ）。 

(7) 法律上選挙運動のために使用することを許される自動車及び船舶を使用するために

要した支出（法 197②）。 

（参考） 

選挙運動に関する支出とみなされない「法律上選挙運動のために使用することを許

される自動車及び船舶を使用するために要した支出」とは、本来、その自動車及び船舶

が走るために必要な経費であり、自動車及び船舶の借上料、ガソリン代、重油代、オイ

ル代、修繕代、タイヤ代、運転手及び船員の傭料、超過勤務手当、宿泊代及び食事料等

である。 

一方、自動車及び船舶に付ける法律上選挙運動のために使用することを許される拡

声機の借上料又は自動車に取り付ける文書図画に要する経費は、走行に不可欠なもので

はないため、選挙運動に関する支出となる（昭 28.６.26 実例）。 

なお、有料駐車場の駐車料金は選挙運動に関する支出となる。 
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５ 選挙運動に関する支出金額の制限額 

選挙運動に関する支出の金額は、消費税も含めて、候補者１人について、県選挙管

理委員会が告示する額を超えることができない（法 194①Ⅰ）。 

なお、参考までに、令和７年 12 月１日現在の選挙人名簿登録者数を基に算定した支

出制限額は下記のとおりであるが、実際の支出に当たっては、告示する額を確認の上、

制限額を超えないよう十分注意すること。 

 

○ 算出方法 

  15 円 × 当該選挙区の選挙人名簿登録者数 ＋ 19,100,000 円 (人数割額)   

        （選挙期日の公示日現在）        （固定額） 

 

  ※百円未満の端数は、百円とする。 

 
○ 参考額 

 

 

選挙区名 

 

選挙人名簿登録者数 

(令和７年 12 月１日現在) 

 

選挙運動費用支出制限額 

 

福岡県第１区 

 

447,017 

 

  25,805,25505 

 

福岡県第２区 

 

460,972 

 

26,014,580 

 

福岡県第３区 

 

451,525 

 

25,872,875 

 

福岡県第４区 

 

398,315 

 

25,074,725 

 

福岡県第５区 

 

455,552 

 

25,933,280 

 

福岡県第６区 

 

      366,666 

 

24,599,990 

 

福岡県第７区 

 

274,548 

 

23,218,220 

 

福岡県第８区 

 

336,256 

 

24,143,840 

 

福岡県第９区 

 

367,220 

 

24,608,300 

 

福岡県第 10 区 

 

396,539 

 

25,048,085 

 

福岡県第 11 区 

 

245,323 

 

22,779,845 

合 計 4,199,933  

 

 

 

実
際
は
、
選
挙
期
日
の
公
示
日
現
在
で
算
定
さ
れ
ま
す
。 

 
 

注
意  

左
記
は
令
和
七
年
十
二
月
一
日
現
在
の
選
挙
人
名
簿
登
録
者
数
に
よ
り
算
定
し
た
額
で
す
。 
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６ 明細書の受理 

出納責任者は、公職の候補者のための選挙運動に関する寄附についての明細書を、

次により受理しなければならない（法 186）。 

(1) 明細書の提出義務者 

出納責任者以外のすべての寄附を受けた者である。 

(2) 明細書の提出期限 

寄附を受けた日から７日以内（寄附を受けた日の翌日を第１日として起算し、７

日目に当たる日まで）である。ただし、出納責任者の請求があるときは、直ちに提

出しなければならない。 

(3) 候補者が立候補届出前に受けた寄附 

立候補の届出後、直ちに明細書を提出させること。 

（参考） 

① 出納責任者以外のすべての者には、候補者も含まれる。 

② 候補者のためになされた選挙運動に関する寄附であれば、候補者又は出納責任

者と意思を通じたものか否かを問わない。 

 

７ 領収書等の徴収及びその送付されたものの受理 

出納責任者又は候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者

は、選挙運動に関するすべての支出について、領収書その他の支出を証すべき書面を徴

収しなければならない（法 188①）。 

また、候補者又は出納責任者と意思を通じてそのために支出を行った者は、領収書

その他の支出を証すべき書面を出納責任者に送付しなければならない（法 188②）。 

なお、領収書その他の支出を証すべき書面には、必ずあて名（「上様」等とはしな

いこと）、支出の金額、年月日及び目的が記載されていることを要する。 

（参考） 

① 領収書その他の支出を証すべき書面は、その都度徴収すべきである。 

② 出納責任者以外の者が行う支出のうち、立候補準備に要する支出及び電話及び

インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出のほか、出納責任

者の文書による承諾を得て行った支出以外の支出は法第 187 条に違反する支出と

なるが、候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた支出である限り、領収書

を徴しなければならない。 

③ 領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があるときは、その義務を

免除される（法 188①ただし書）。 

「徴し難い事情」とは、事実上又は社会通念上、客観的に不可能な場合をいうの

であって、一時的に困難な事情があっても、それは徴し難い事情とはいえない。 

（具体例） 
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ア 隔地者に対する支出について、相手方が領収書を出すことを拒否し、死亡し、

若しくは遠方に旅行した場合又は相手方に支出した金品が到達しなかった場合。 

イ 天災事変等の不可抗力による連絡の途絶、証拠書類の亡失等の場合。 

ウ 郵便切手、交通機関の乗車券の購入のように、通常領収書を交付しないような

ものに関する支出の場合。 

 

８ 収支報告書の提出 

出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並

びに支出に関する報告書（以下「収支報告書」という。）を提出しなければならない。

また、この場合、収支報告書に記載されたすべての支出に係る領収書その他の支出を証

すべき書面の写しを添付しなければならない（収支報告書への記載順に整理のこと）。

領収書等を徴し難い事情があったときは、「領収書等を徴し難い事情があった支出の明

細書」(42 頁掲載)を添付しなければならない(法 189)。 

なお、金融機関への振込みにより支出したものについては、「当該支出の目的を記

載した書面」(43 頁掲載) 及び金融機関が作成した振込明細書の写しをもって、「領収

書等を徴し難い事情があった支出の明細書」に代えることができる。 

ただし、振込明細書に支出の目的が記載されているとき（出納責任者による記入も

可）は、「当該支出の目的を記載した書面」は不要である。 

(1) 提出先及び提出期限 

県選挙管理委員会（福岡県企画・地域振興部行財政支援課(県庁９階南棟)内）に、

選挙の期日から 15 日以内（選挙の期日の翌日を第１日として起算し、15 日目に当たる

日の午後５時まで）に、その提出の日までの一切の寄附及びその他の収入並びに支

出を記載した第１回収支報告書を持参し提出すること（国費で負担されるものを除

き、既に契約がなされていても（債務が発生していても）提出の日までに支払がな

されていないものについては、第１回収支報告書には計上せず、２回目以降の収支

報告書に計上することになる。）。 

第１回収支報告書の提出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出について

は、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から７日以内に報告するこ

と。 

また、代理人が収支報告書を提出する際には、訂正用として出納責任者の印（認

印で可）を持参すること。収支報告書に出納責任者の印がない場合、出納責任者本

人と代理人との間の委任関係を確認する資料（委任状等）の提示が必要となる。 

(2) 記載要領 

「２ 会計帳簿の備付け及び記載」（３～９頁）及び「収支報告書の記載例」（2

5～43 頁）の項を参照すること。 

（参考） 
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① 選挙運動費用の精算届出義務者は、選挙の期日において現にその地位にあった

出納責任者であり、もし、その期日に出納責任者が欠けていた場合は、その職務

代行者が届出の義務を負う（昭２.８内務省、司法省省議決定）。 

② 自己資金も収入に含まれる。したがって、自己の預金を引き出し、又は借入金

等をもって選挙運動費用に充てた場合も、収入に含まれる（支出の総額から寄附

額を差し引いた差額を自己資金として記載するものではなく、あらかじめ予想さ

れる支出額に対して手配した自己資金の額と寄附の総額とを合算したものを収入

として記載すること。）。 

③ 収支報告書の調査に関し必要があると認めるときは、県選挙管理委員会は、公

職の候補者その他関係人に対し、資料の提出等を求めることができる（法 193）。 

 

９ 帳簿及び書類の保存 

出納責任者は、次の書類を収支報告書の提出の日から３年間保存しなければならな

い（法 191）。収支報告書の控えについては保存義務はないが、出納責任者においてそ

の控えを保存することが望ましい。 

(1) 会計帳簿 

(2) 寄附に関する明細書 

(3) 支出に係る領収書その他の支出を証すべき書面 

 

 

第３ 出納責任者の職務代行及び事務引継 

 

１ 出納責任者の職務代行 

候補者又は候補者届出政党が出納責任者を選任した場合において、出納責任者に事

故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、候補者が代わってその職務を行うことと

なる（法 183）。 

（参考） 

出納責任者の職務を代行する場合の届出書については、選任届と同じ内容を記載し、

併せて出納責任者の氏名、事故又は欠けたことの事実、その職務代行を始めた年月日を

記載する。 

また、職務代行者がこれをやめたときは、その事由及び職務代行をやめた年月日を

記載しなければならない。 

 

２ 出納責任者の事務引継 

出納責任者が辞任し、又は解任された場合には、直ちに候補者の選挙運動に関して

なされた寄附及びその他の収入並びに支出（事務引継の日までの分）の計算をし、後任
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の出納責任者（新たに出納責任者となった者がいないときは職務代行者）に対し引継ぎ

をしなければならない。この場合には、引継ぎをする者が引継書を作成し、引継ぎの旨

及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者においてともに署

名押印し、現金及び帳簿、その他の書類とともに引継ぎをしなければならない（法 19

0）。 

 

 

第４ 寄附等の禁止 

 

１ 公職選挙法による制限 

(1) 特定の寄附の禁止（法 199、200、248、249） 

ア 国と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、衆議院議員選挙に

関して、寄附をしてはならない。これに違反して寄附をした場合には、罰則が適

用される。 

イ 会社その他の法人が融資（試験研究、調査及び災害復旧に係るものを除く。）

を受けている場合において、当該融資を行っている者が、当該融資につき、国か

ら利子補給金の交付の決定（利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。以下同

じ。）を受けたときは、当該利子補給金の交付の決定の通知を受けた日から当該

利子補給金の交付の日から起算して１年を経過した日（当該利子補給金の交付の

決定の全部の取消しがあったときは、当該取消しの通知を受けた日）までの間、

当該会社その他の法人は、衆議院議員選挙に関して、寄附をしてはならない。こ

れに違反して寄附をした場合には、罰則が適用される。 

ウ 何人も、ア及びイの国と特別の関係にある者に対し、選挙に関して寄附を勧誘

し、又は要求してはならない。また、これらの者から寄附を受けてはならない。

これに違反して寄附を勧誘し、若しくは要求し、又は寄附を受けた場合には、罰

則が適用される。 

(2) 公職の候補者等の寄附の禁止（法 199 の２①、249 の２①～③） 

公職の候補者等(公職の候補者、公職の候補者となろうとする者又は公職にある者

をいう。以下同じ。)は、その選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってする

を問わず、寄附をしてはならない。これに違反して寄附をした場合には、罰則が適

用される。 

ただし、次に掲げる場合には、例外として禁止されない。 

ａ 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合 

ｂ 公職の候補者等の親族（６親等内の血族、配偶者及び３親等内の姻族）に対し

てする場合 

ｃ 公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その
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他政治教育のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償（食事についての

実費の補償を除く。）としてする場合 

ただし、参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)

が行われるようなもの、選挙区外で行われるもの及び衆議院議員の任期満了の日

前 90 日に当たる日から選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から選

挙の期日までの間に行われるものは禁止される。 

(3) 公職の候補者等を名義人とする寄附の禁止（法 199 の２②、249 の２④） 

公職の候補者等以外の者が、公職の候補者等を寄附の名義人として当該選挙区内

にある者に対して寄附をすることは禁止されており、これに違反して寄附をした場

合には、罰則が適用される。 

ただし、前記(2)のｂ及びｃに掲げる場合については、例外として禁止されない。 

(4) 公職の候補者等に対する寄附の勧誘又は要求の禁止（法 199 の２③、249 の２⑤） 

何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、

又は要求してはならない。公職の候補者等を威迫して、寄附を勧誘し、又は要求し

た場合には、罰則が適用される。 

ただし、前記(2)のａ～ｃに掲げる対象について寄附を勧誘し、又は要求すること

は禁止されない。 

(5) 公職の候補者等を名義人とする寄附の勧誘・要求の禁止（法 199 の２④、249 の

⑦） 

何人も、公職の候補者等以外の者に対して、公職の候補者等を寄附の名義人とし

て当該選挙区内にある者に対して寄附することを勧誘し、又は要求することは禁止

されており、これに違反して、公職の候補者等以外の者を威迫して、寄附を勧誘し、

又は要求した場合には、罰則が適用される。 

ただし、前記(2)のｂ及びｃに掲げる対象について寄附を勧誘し、又は要求するこ

とは禁止されない。 

(6) 公職の候補者等の関係会社等の寄附の禁止（法 199 の３、249 の３） 

公職の候補者等がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、当

該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、公職の候補者等

の氏名を表示し、又はその氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならない。

これに違反して寄附をした場合には、罰則が適用される。 

ただし、政党その他の政治団体又はその支部に対して寄附をする場合を除く。 

なお、政治資金規正法により、会社、労働組合、職員団体その他の団体（以下

「会社・労働組合等」という。）は、政党及び政治資金団体（政党の資金援助を目

的とする団体）以外の者に対して、政治活動（選挙運動を含む。）に関する寄附を

することはできない（規正法 21①）。 

(7) 公職の候補者等の氏名等を冠した団体の寄附の禁止（法 199 の４、249 の４） 
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公職の候補者等の氏名が表示され、又はその氏名が類推されるような名称が表示

されている会社その他の法人又は団体は、当該選挙に関し、当該選挙区内にある者

に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。これに違反

して寄附をした場合には、罰則が適用される。 

ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等に対し

て寄附をする場合を除く。 

なお、政治資金規正法により、会社・労働組合等は、政党及び政治資金団体（政

党の資金援助を目的とする団体）以外の者に対して、政治活動（選挙運動を含

む。）に関する寄附をすることはできない（規正法 21①）。 

(8) 後援団体に関する寄附等の禁止（法 199 の５、249 の５） 

ア 後援団体（政党その他の団体又はその支部で、特定の公職の候補者等の政治上

の主義若しくは施策の支持又はその者の推薦若しくは支持をすることがその政治

活動のうち主たるものであるものをいう。）は、当該選挙区内にある者に対し、

いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。これに違反して寄

附をした場合には、罰則の適用がある。 

ただし、次に掲げる場合には、寄附をすることができる。 

ａ 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合。 

ｂ 当該公職の候補者等に対してする場合。なお、政治資金規正法により、選挙運

動に関するものを除き、金銭及び有価証券による寄附は禁止されている（規正法

21 の２①）。 

ｃ 当該後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする場合

（花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び衆議

院の解散の日の翌日から選挙の期日までの間にされるものを除く。） 

イ 後援団体の総会その他の集会（後援団体を結成するための集会を含む。）又は

後援団体が行う見学、旅行その他の行事において、衆議院議員の任期満了の日前 9

0 日に当たる日から選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から選挙の期

日までの間、当該選挙区内にある者に対し、何人も、饗応接待をし、又は金銭若

しくは記念品その他の物品を供与してはならない。 

ウ 公職の候補者等は、衆議院議員の任期満了の日前 90 日に当たる日から選挙の期

日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から選挙期日までの間、その者に係る後

援団体に対し、寄附をしてはならない。ただし、自己の資金管理団体に対して寄

附する場合は、この限りではない。 

 

２ 政治資金規正法による制限 

(1) 寄附の個別規制（規正法 21、21 の２、22、22 の２） 

ア 個人がする寄附 
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同一の公職の候補者等に対する政治活動（選挙運動を含む。）に関する寄附は、

年間を通じて 150 万円を超えることはできない。 

また、選挙運動に関する寄附を除き、金銭及び有価証券による寄附は禁止される。 

イ 会社・労働組合等がする寄附 

政治活動に関する寄附は、政党及び政治資金団体（政党の資金援助を目的とする

団体）に対するものに限られる（公職の候補者等の政治活動（選挙運動を含む。）

に関する寄附はできない。）。 

なお、従来認められていた資金管理団体への寄附は、平成 12 年１月１日から禁

止されている。また、法人その他の団体が負担する党費又は会費は、寄附とみなさ

れる（規正法５②）。 

ウ 違法な寄附の受領禁止 

何人も、ア及びイの制限に違反してされる寄附を受けてはならない。 

(2) 特定会社等の寄附の禁止（規正法 22 の３） 

ア 国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金（試験研究、調査又は災害

復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法(平成６年法律第

５号)第３条第１項の規定による政党交付金（同法第 27 条第１項の規定による特

定交付金を含む。）を除く。）の交付の決定（利子補給金に係る契約の承諾の決

定を含む。）を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付決定の通知を受け

た日から１年間（当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあったときは、その

取消しの通知を受けた日まで）、政治活動に関する寄附をしてはならない。 

また、国から資本金、基本金その他これらに準ずるものの全部又は一部の出資又

は拠出を受けている会社その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。 

イ 何人も、アの制限を受ける法人であることを知りながら、その法人に対して政

治活動に関する寄附を勧誘し、又は要求することを禁止されるとともに、アに違

反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。 

(3) 赤字会社の寄附の禁止（規正法 22 の４） 

三事業年度以上にわたり継続して欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられ

るまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。また、何人も、このことに

違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。 

(4) 外国人等からの寄附の受領禁止（規正法 22 の５） 

何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人であ

る団体その他の組織から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。 

ただし、その主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち、上場株

式会社であってその発行する株式が金融商品取引所において５年以上継続して上場

されているもの（新設合併又は株式移転により設立された株式会社であって、合併

により消滅した株式会社又は株式移転をした株式会社のうち上場期間が最も短いも
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のの上場期間と通じて５年以上継続して上場されているものを含む。）からの寄附

は受けることができる。 

(5) 匿名等の寄附の禁止（規正法 22 の６） 

何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で政治活動に関する寄附をすることは禁

止されるとともに、これに違反してされる寄附を受けてはならない。ただし、街頭

又は一般に公開される演説会若しくは集会の会場において政党又は政治資金団体

（政党の資金援助を目的とする団体）に対してする寄附でその金額が 1,000 円以下

のものについては禁止されない。 

なお、上記に違反する寄附に係る金銭又は物品の提供があったときは、当該金銭

又は物品の所有権は国庫に帰属するものとされており、その保管者は、速やかにこ

れを国庫に納付する手続をとらなければならない。 

(6) 寄附のあっせんの規制（規正法 22 の７） 

ア 何人も、政治活動に関する寄附のあっせんをする場合において、相手方に対し、

業務、雇用その他の関係又は組織の影響力を利用して威迫するなど不当にその意

思を拘束するような方法で、当該寄附のあっせんに係る行為をしてはならない。 

イ 政治活動に関する寄附のあっせんをする者は、いかなる方法をもってするを問

わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金そ

の他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはな

らない。 

 

 

第５ 個人が選挙運動に関する寄附をした場合の課税上の特例について 

個人が、衆議院議員総選挙の候補者として立候補の届出をし、又は政党届出若しくは推

薦届出をされた者に対し、選挙運動に関する寄附をした場合には、規正法第 32 条の４及

び租税特別措置法第 41 条の 18 の規定により、次のとおり一定の要件を満たすものについ

て、所得税に関し寄附金控除の特例を受けることができる。 

 

１ 選挙運動費用収支報告書の記載 

法第 189 条の規定により提出する選挙運動に関する収支報告書(選挙運動費用収支報

告書)に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額及び年月日が記載され

ていること。 

 

２ 適用を除外される場合 

ア 政治資金規正法の規定に違反するもの。 

イ 寄附者に特別の利益が及ぶと認められるもの。 

※ この判断は、税務署が行う。 
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３ 寄附金控除を受けるための手続 

(1) 選挙運動費用収支報告書に、１に掲げる事項を記載し、提出する。 

(2) 寄附金控除のための書類（45 頁掲載）を作成し、(1)の収支報告書とともに提出す

る。 

(3) (2)の書類が(1)の収支報告書に記載された内容と一致することが確認された場合は、

県選挙管理委員会が確認印を押して(2)の書類を返還するので、その後、速やかに寄

附者に当該書類を交付する。 

(4) 寄附者は、県選挙管理委員会の確認印が押された(2)の書類を添付して税務署に確

定申告をする。 

 

 

手続 

個 
 
 

人 

○す選 
る挙                  ○         確定申告 
寄運                                                   （各税務署へ） 
附動 
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  関 

公 
職 
の 
候 
補 
者 
等 

○      ○        ○収支報告書を提出 
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附  載の支 の附     書 類 を 添 付 ） 
の   内報 書金 
収   訳告 類控 
受   と書 の除 

   しに 作の                           ○寄附金控除のための書類に 
 て寄 成た                            確認印を押印して返還 
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管 

 
○      ○      ○ 

                  受  の収     寄 
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他

の
収

入
：

15
,2

20
,0
00
円

）

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

〃

○
.○

.○

〃

備
　

考

○
.○

.○

寄
　

　
附

　
　

を
　

　
し

　
　

た
　

　
者

金
銭

以
外

の
寄

附
及

び
そ

の
他

の
収

入
の

見
積

の
根

拠

○
.○

.○

○
.○

.○

４
　
収
入

の
部

　
（

Ｎ
ｏ

．
１

　
）

年
　
 月

 　
日

金
 額

 又
 
は

見
　
積
　
額

　
　
　
（
円
）

種
　

　
　

別

○
.○

.○

「寄
附
を
し
た
者
」欄
は
「寄
附
」の
場

合
に
の
み
記
入
す
る
。

「
種
別
」
欄
は
「
寄
附
」
、
「
そ
の
他
の
収
入
」
の
区
別

を
記
入
す
る
。

寄
附
者
が
個
人
で
あ
る

場
合
は
、
職
業
を
記
載

す
る
こ
と
。
な
お
、
職
業
と

は
主
に
生
計
を
立
て
て

い
る
も
の
を
い
う
。

公
職
の
候
補
者
１
人
に
対
す
る
寄
附
は
、

年
間
1
5
0万
円
ま
で
に
限
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
政
治
団
体
が
す
る
寄
附
及
び

個
人
が
遺
贈
に
よ
っ
て
す
る
寄
附
は
、
こ

の
限
り
で
は
な
い
。

欄
外
に
小
計
と
そ
の
う
ち
の
寄
附
及
び
そ
の
他
の

収
入
の
小
計
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
。

○
１
件
1
0
,0
0
0
円
を
超
え
る
も
の
は
各
件
ご
と
に
一
つ
の
行
に
記
載
す
る
こ
と
。

○
１
件
1
0
,0
0
0
円
以
下
の
収
入
に
つ
い
て
は
、
「寄
附
」及
び
「そ
の
他
の
収
入
」の
別
に
よ
り
、
各
収
入
日
に
お
け
る
合
計
額
を
一
つ
の
行
に
ま
と

め
て
記
載
す
る
こ
と
。

○
な
お
、
個
人
か
ら
の
寄
附
で
課
税
上
の
優
遇
措
置
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
（「
寄
附
金
（税
額
）控
除
の
た
め
の
書
類
」に
記
載
し
よ
う
と
す
る
寄

附
）に
つ
い
て
は
、
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
各
件
ご
と
（個
人
及
び
寄
附
を
受
け
た
日
ご
と
）に
記
載
す
る
こ
と
。

候
補
者
の
自
己
資
金
は
、
寄
附
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
収
入
と
し
て
計
上
す
る
。
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寄
　

　
附

　
　

を
　

　
し

　
　

た
　

　
者

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

氏
名

又
は

団
体

名
職

　
業

寄
附

1
1
,2

4
0
,0

0
0

(参
考

) 
※

第
１

回
分

提
出

の
際

は
必

ず
記

入
し

、
第

２
回

分
以

降
は

記
入

し
な

い
こ

と
。

そ
の
他
の
収
入

1
5
,2

2
0
,0

0
0

選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
の
作
成

3
9
0
,
0
0
0
円

計
2
6
,4

6
0
,0

0
0

ビ
ラ
の
作
成

1
,
3
7
5
,
0
0
0
円

寄
附

ポ
ス
タ
ー
の
作
成

1
,
5
7
7
,
1
3
6
円

そ
の
他
の
収
入

選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

4
0
5
,
0
0
0
円

計
選
挙
運
動
用
自
動
車
等
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

1
6
8
,
0
0
0
円

寄
附

1
1
,2

4
0
,0

0
0

個
人
演
説
会
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の
作
成

1
8
5
,
0
0
0
円

そ
の
他
の
収
入

1
5
,2

2
0
,0

0
0

総
　
　
　
　
計

2
6
,4

6
0
,0

0
0

　
公
費
負
担
相
当
額
（
上
記
の
合
計
）

4
,
1
0
0
,
1
3
6
円

　
注
）参
考
に
は
、
選
挙
運
動
に
係
る
公
費
負
担
相
当
額
の
ほ
か
、
そ
の
他
の
参
考
と
な
る
事
項
を
記
入
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

必
須
様
式

計 前 　 回 　 計 総 　 　 　 額

備
　

考
種

　
　

　
別

金
銭

以
外

の
寄

附
及

び
そ

の
他

の
収

入
の

見
積

の
根

拠
年
　
 月

 　
日

金
 額

 又
 
は

見
　
積
　
額

　
　
　
（
円
）

４
　
収
入

の
部

　
（

Ｎ
ｏ

．
２

　
）

第
２
回
分
以
降
の
報
告
の
場
合
に
、
前
回
ま
で

の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

収
入
の
部
の
何
ペ
ー
ジ
目
で
あ
る
か
が
分
か

る
よ
う
に
、
番
号
を
付
す
こ
と
。

○
支
出
の
う
ち
選
挙
運
動
に
係
る
公
費
負
担
相
当

額
に
つ
い
て
、
本
様
式
に
記
載
す
る
こ
と
。

○
各
項
目
に
お
い
て
２
以
上
の
契
約
が
あ
る
場
合
に

は
、
契
約
ご
と
に
追
加
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
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（
支
出
の
部
）

５
　

支
出

の
部

(N
o.

 1
 )

費
目

：
(一

)人
件

費

支
　

 出
　

 を
　

 受
 　

け
 　

た
 　

者

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

氏
名

又
は

団
体

名
職

　
業

20
,0

00
立

候
補

準
備

労
務

者
報

酬
○

○
市

○
○

町
△

番
△

号
乙

 山
 二

 郎
無

　
職

○
月

○
日

支
払

25
5,

00
0

選
挙

運
動

事
務

員
報

酬
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

甲
 山

 一
 子

〃
○

月
○

日
支

払

25
5,

00
0

選
挙

運
動

〃
○

○
郡

○
○

町
大

字
×

×
○

番
地

乙
 山

 二
 子

〃
〃

25
5,

00
0

選
挙

運
動

〃
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
丙

 山
 三

 子
〃

〃

34
0,

00
0

選
挙

運
動

車
上

等
 運

動
員

報
酬

○
○

市
○

○
区

○
○

町
○

番
○

号
甲

 川
 一

 子
〃

〃

34
0,

00
0

選
挙

運
動

〃
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
乙

 川
 二

 子
会

社
員

〃

34
0,

00
0

選
挙

運
動

手
話

通
訳

者
 報

　
酬

○
○

郡
○

○
町

大
字

○
○

×
番

地
丙

 川
 三

 子
〃

〃

17
0,

00
0

選
挙

運
動

労
務

者
報

酬
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

丁
 山

 四
 郎

無
　

職
無

償
労

務
従

事
1
7
日

間
×

1
0
,0

0
0
円

17
0,

00
0

選
挙

運
動

〃
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

甲
 谷

 一
 男

会
社

員
○

月
○

日
支

払

34
0,

00
0

選
挙

運
動

車
上

等
 運

動
員

報
酬

○
○

郡
○

○
町

大
字

×
×

○
番

地
乙

 谷
 二

 男
〃

25
5,

00
0

選
挙

運
動

〃
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
丙

 谷
 参

 男
〃

90
,0

00
選

挙
運

動
手

話
通

訳
者

 報
　

酬
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

丁
 谷

 四
 男

〃

25
5,

00
0

選
挙

運
動

労
務

者
報

酬
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
戌

 谷
 五

 男
無

　
職

25
5,

00
0

選
挙

運
動

〃
○

○
郡

○
○

町
大

字
○

○
×

番
地

己
 谷

 六
 男

〃

（
小

計
：

3,
34

0,
00

0
円

、
う

ち
立

候
補

準
備

：2
0,

00
0円

、
選

挙
運

動
：
3
,3

2
0
,0

0
0
円

）

(一
)人

件
費

計
：

3
,3

4
0
,0

0
0

円

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

年
　

月
　

日
金

 額
 又

 は
見

　
積

　
額

　
　

　
（
円

）

区
分

支
出

の
目

的
金

銭
以

外
の

支
出

の
見

積
の

根
拠

備
　

考

○
支
出
の
内
容
を
、
各
費
目
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
（費
目
の
区
分
及
び
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
５
頁
以
降
を
参
照
。
）。

○
金
額
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
選
挙
運
動
費
用
と
し
て
計
上
す
べ
き
す
べ
て
の
支
出
に
つ
い
て
１
件
の
支
出
ご
と
に
一
つ
の
行
に
記
載
す
る
こ
と
。

○
記
載
し
た
支
出
に
つ
い
て
は
、
領
収
書
等
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
領
収
書
等
を
徴
し
が
た
い
事
情
が
あ
っ
た
支
出
に
つ
い
て
は
、
所
定
の
書
類
（1
6

頁
参
照
）
を
作
成
し
そ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
。

「事
務
員
」「
車
上
等
運
動
員
（い
わ
ゆ
る
「ウ
グ
イ
ス
嬢
」）
」「
手
話
通
訳
者
」及
び
「要
約
筆
記
者
」を
通
じ
て
１
日
に
つ
き
50
人
を
超
え
て
報
酬
を
支
払
っ
て
は
な

ら
な
い
。

ま
た
、
事
前
に
届
け
出
た
者
以
外
の
者
に
報
酬
を
支
払
っ
て
は
な
ら
な
い
。

な
お
、
「労
務
者
」
に
つ
い
て
は
、
人
数
制
限
や
事
前
届
出
の
義
務
は
な
く
、
選
挙
運
動
、
立
候
補
準
備
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
雇
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「年
月
日
」欄
に
は
雇
用
契
約
締
結
日
を
記
載
し
、
支
払
日
は
「備

考
」欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

費
目
を
必
ず
記
載
す
る
こ
と
。

欄
外
に
小
計
と
そ
の
う
ち
の
立
候
補
準
備
及
び
選
挙

運
動
の
支
出
の
小
計
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
。

費
目
ご
と
の
最
終
頁
に
は
、
当
該
費
目
に
係
る
支

出
の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

無
償
労
務
の
提
供
の
場
合
に
は
、
時

価
に
見
積
も
っ
た
額
を
収
入
及
び
支
出

に
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(二
)家

屋
費

計
：

0
円

５
　

支
出

の
部

(N
o.

 2
 )

費
目

：
(二

)家
屋

費
（(

イ
)選

挙
事

務
所

費
）

支
　

 出
　

 を
　

 受
 　

け
 　

た
 　

者

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

氏
名

又
は

団
体

名
職

　
業

50
0,

00
0

立
候

補
準

備
事

務
所

借
上

料
○

○
市

○
○

町
△

番
△

号
○

○
ビ

ル
㈱

20
0,

00
0

立
候

補
準

備
電

話
架

設
料

○
○

市
○

○
区

○
○

町
○

番
○

号
○

○
電

話
局

10
0,

00
0

立
候

補
準

備
備

品
借

上
料

○
○

郡
○

○
町

大
字

×
×

○
番

地
㈱

○
○

商
会

（
小

計
：

80
0,

00
0

円
、

う
ち

立
候

補
準

備
：8

00
,0

00
円

、
選

挙
運

動
：
0
円

）

(二
)家

屋
費

（
(イ

)選
挙

事
務

所
費

）
計

：
8
0
0
,0

0
0

円

(二
)家

屋
費

計
：

8
0
0
,0

0
0

円

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

金
 額

 又
 は

見
　

積
　

額
　

　
　

（
円

）

区
分

支
出

の
目

的
金

銭
以

外
の

支
出

の
見

積
の

根
拠

備
　

考
年

　
月

　
日

支
払
先
が
団
体
で
あ
る
場
合

は
「職
業
」欄
は
記
入
不
要
。

支
出
の
部
の
何
ペ
ー
ジ
目
で
あ
る
か
が
分
か

る
よ
う
に
、
番
号
を
付
す
こ
と
。
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５
　

支
出

の
部

(N
o.

 3
 )

費
目

：
(二

)家
屋

費
（(

ロ
)集

合
会

場
費

等
）

支
　

 出
　

 を
　

 受
 　

け
 　

た
 　

者

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

氏
名

又
は

団
体

名
職

　
業

30
,0

00
選

挙
運

動
演

説
会

場
費

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

○
 ○

 会
 館

15
,0

00
選

挙
運

動
〃

○
○

市
○

○
町

○
○

×
番

地
○

○
公

民
館

30
,0

00
選

挙
運

動
〃

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

○
○

文
化

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

（
小

計
：

75
,0

00
円

、
う

ち
立

候
補

準
備

：0
円

、
選

挙
運

動
：7

5
,0

0
0
円

）

(二
)家

屋
費

（
(ロ

)集
合

会
場

費
等

）
計

：
7
5
,0

0
0

円

(二
)家

屋
費

計
：

8
7
5
,0

0
0

円

○
.○

.○

○
.○

.○

区
分

支
出

の
目

的
金

銭
以

外
の

支
出

の
見

積
の

根
拠

備
　

考

○
.○

.○

年
　

月
　

日
金

 額
 又

 は
見

　
積

　
額

　
　

　
（
円

）

公
営
施
設
を
無
料
で
使
用
し
た
場
合
の
個
人
演

説
会
の
会
場
費
（当
該
無
料
と
な
っ
た
会
場
使

用
料
等
）
に
つ
い
て
は
計
上
し
な
い
こ
と
。

家
屋
費
は
「選
挙
事
務
所
費
」と
「集
合
会
場
費
」と
に
区
分
し
て
計
上
し
、
最
後
に
両
者
の
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。
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５
　

支
出

の
部

(N
o.

 4
 )

費
目

：
(三

)通
信

費

支
　

 出
　

 を
　

 受
 　

け
 　

た
 　

者

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

氏
名

又
は

団
体

名
職

　
業

2,
00

0
選

挙
運

動
事

務
連

絡
用

 葉
書

代
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

○
○

郵
便

局

10
,0

00
選

挙
運

動
事

務
連

絡
用

 切
手

代
　

　
　

　
　

　
〃

〃

15
0,

00
0

選
挙

運
動

電
　

話
　

料
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

○
○

電
話

局

80
,0

00
選

挙
運

動
携

帯
電

話
 借

上
料

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

㈱
○

○
電

器
○

月
○

日
支

払

（
小

計
：

24
2,

00
0

円
、

う
ち

立
候

補
準

備
：0

円
、

選
挙

運
動

：2
4
2
,0

0
0
円

）

(三
)通

信
費

計
：

2
4
2
,0

0
0

円

(二
)家

屋
費

計
：

8
7
5
,0

0
0

円

○
.○

.○

○
.○

.○

支
出

の
目

的
金

銭
以

外
の

支
出

の
見

積
の

根
拠

備
　

考

○
.○

.○

○
.○

.○

年
　

月
　

日
金

 額
 又

 は
見

　
積

　
額

　
　

　
（
円

）

区
分 選
挙
運
動
の
た
め
に
利
用
で
き
る
葉
書
は
、
選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
の
ほ
か
は
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

請
求
日
の
関
係
で
、
収
支
報
告
書
の
第
１
回
分
の
提
出
時
ま
で
に
支
払
い
が
済
ん
で
い
な
い
場
合
は
、
第
２
回
分
以
降
に
記
載
す
る

（支
払
い
が
済
ん
だ
後
に
収
支
報
告
書
に
記
載
し
て
提
出
す
る
。
）こ
と
。

政
党
等
と
電
話
を
共
同
使
用
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
請
求
額
に
選
挙
運
動
と
し
て
使
用
し
た
割
合
を
乗
じ
て
所
要
経
費
を
算
出
す

る
こ
と
。

選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
は
公
営
に
よ
り
無
料
で
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
印
刷
費
等
を
除
き
、
差
し
出
し
に
つ
い
て
は
支
出
に

計
上
し
な
い
こ
と
。

後
援
会
の
政
治
活
動
で
要
し
た
通
信
費
を
計
上
し
な
い
こ
と
（後
援
会
の
政
治
活
動
費
は
、
当
該
団
体
の
政
治
資
金
収
支
報
告
書
に

記
載
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
）。

契
約
締
結
日
と
支
払
日
が
異
な
る
場
合
は
、
「年
月
日
」欄
に
は
契
約
締
結
日
を
記
載
し
、
支
払
日
は
「備
考
」欄
に
記
載
す

る
こ
と
。
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５
　

支
出

の
部

(N
o.

 5
 )

費
目

：
(四

)交
通

費

支
　

 出
　

 を
　

 受
 　

け
 　

た
 　

者

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

氏
名

又
は

団
体

名
職

　
業

8,
00

0
選

挙
運

動
ガ

ソ
リ
ン

代
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

㈱
○

○
石

油

6,
00

0
選

挙
運

動
タ

ク
シ

ー
代

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

㈱
○

○
タ

ク
シ

ー

2,
00

0
選

挙
運

動
電

車
賃

○
○

郡
○

○
町

大
字

○
○

×
番

地
甲

 川
 一

 郎
無

　
職

○
月

○
日

支
払

80
0

選
挙

運
動

バ
ス

代
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

甲
 山

 一
 子

〃
○

月
○

日
支

払

80
0

選
挙

運
動

〃
○

○
郡

○
○

町
大

字
×

×
○

番
地

乙
 山

 二
 子

〃
○

月
○

日
支

払

70
0

選
挙

運
動

〃
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
丙

 山
 三

 子
〃

○
月

○
日

支
払

60
0

選
挙

運
動

〃
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

甲
 川

 一
 子

〃
○

月
○

日
支

払

70
0

選
挙

運
動

〃
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
乙

 川
 二

 子
会

社
員

○
月

○
日

支
払

80
0

選
挙

運
動

〃
○

○
郡

○
○

町
大

字
○

○
×

番
地

丙
 川

 三
 子

会
社

員
○

月
○

日
支

払

5,
00

0
選

挙
運

動
タ

ク
シ

ー
代

○
○

市
○

○
区

○
○

町
○

番
○

号
㈱

△
△

タ
ク

シ
ー

63
0

選
挙

運
動

高
速

料
金

○
○

市
○

○
区

○
○

町
○

番
○

号
○

○
道

路
公

社

12
,0

00
選

挙
運

動
ガ

ソ
リ
ン

代
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

㈱
○

○
石

油

7,
00

0
選

挙
運

動
ガ

ソ
リ
ン

代
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

㈱
○

○
石

油

1,
00

0
選

挙
運

動
駐

車
料

金
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
㈱

○
○

パ
ー

キ
ン

グ

（
小

計
：

46
,0

30
円

、
う

ち
立

候
補

準
備

：0
円

、
選

挙
運

動
：4

6
,0

3
0
円

）

(四
)交

通
費

計
：

4
6
,0

3
0

円

(二
)家

屋
費

計
：

8
7
5
,0

0
0

円

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

金
銭

以
外

の
支

出
の

見
積

の
根

拠
備

　
考

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

年
　

月
　

日
金

 額
 又

 は
見

　
積

　
額

　
　

　
（
円

）

区
分

支
出

の
目

的

選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
及
び

労
務
者
に
対
す
る
交
通
費
の
実

費
弁
償
は
こ
の
よ
う
に
計
上
。

候
補
者
自
身
が
乗
車
す
る
場
合

の
車
賃
は
、
選
挙
運
動
費
用
に

は
含
ま
れ
な
い
の
で
計
上
し
な

い
こ
と
。

選
挙
運
動
用
自
動
車
（１
台
の
み
）に
要
す
る
借
上
料
・ガ
ソ
リ
ン
代
等
は
選
挙
運
動
費
用
に
は
含
ま

れ
な
い
の
で
計
上
し
な
い
こ
と
（1
4頁
参
照
）。
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５
　

支
出

の
部

(N
o.

 6
 )

費
目

：
(五

)印
刷

費

支
　

 出
　

 を
　

 受
 　

け
 　

た
 　

者

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

氏
名

又
は

団
体

名
職

　
業

1,
57

7,
13

6
立

候
補

準
備

ポ
ス

タ
ー

 作
成

費
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
㈱

○
○

印
刷

公
費

負
担

1,
37

5,
00

0
立

候
補

準
備

ビ
ラ

作
成

費
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

㈱
△

△
印

刷
公

費
負

担

39
0,

00
0

立
候

補
準

備
葉

書
印

刷
費

○
○

郡
○

○
町

大
字

○
○

×
番

地
㈱

×
×

印
刷

公
費

負
担

（
小

計
：

3,
34

2,
13

6
円

、
う

ち
立

候
補

準
備

：3
,3

42
,1

36
円

、
選

挙
運

動
：
0
円

）

(五
)印

刷
費

計
：

3
,3

4
2
,1

3
6

円

(二
)家

屋
費

計
：

8
7
5
,0

0
0

円

備
　

考

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

年
　

月
　

日
金

 額
 又

 は
見

　
積

　
額

　
　

　
（
円

）

区
分

支
出

の
目

的
金

銭
以

外
の

支
出

の
見

積
の

根
拠

選
挙
公
営
に
よ
り
、
公
費
で
作
成
費
が
支
払
わ
れ
た
場
合
で
も
、
支
出
と
し
て
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
公
費
負
担
分
は
収
入
の
部
に
お
い
て
は
「参
考
」欄
に
記
入
す
る
の
み
で
、
収
入
額
に
は
算
入
し
な
い
（こ

れ
に
よ
り
、
収
支
報
告
書
上
で
支
出
総
額
が
収
入
総
額
を
上
回
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
。
）。

後
援
会
の
政
治
活
動
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
な
ど
の
印
刷
費
を
計
上
し
な
い
こ
と
（後
援
会
の
政
治
活
動
費
は
、
当
該
団
体
の
政

治
資
金
収
支
報
告
書
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
）。
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５
　

支
出

の
部

(N
o.

 7
 )

費
目

：
(六

)広
告

費

支
　

 出
　

 を
　

 受
 　

け
 　

た
 　

者

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

氏
名

又
は

団
体

名
職

　
業

40
5,

00
0

立
候

補
準

備
選

挙
事

務
所

 看
板

代
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
○

○
看

板
店

公
費

負
担

35
,0

00
立

候
補

準
備

選
挙

事
務

所
看

板
照

明
代

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

○
○

電
機

商
会

○
月

○
日

支
払

25
,0

00
立

候
補

準
備

ち
ょ

う
ち

ん
代

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

○
○

提
灯

店
○

月
○

日
支

払

18
5,

00
0

立
候

補
準

備
個

人
演

説
会

 看
板

代
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
○

○
看

板
店

公
費

負
担

35
0,

00
0

立
候

補
準

備
拡

声
機

代
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

㈱
○

○
電

器
○

月
○

日
支

払

16
8,

00
0

立
候

補
準

備
自

動
車

看
板

 作
成

代
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

○
○

広
告

社
公

費
負

担

25
,0

00
立

候
補

準
備

た
す

き
代

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

○
○

商
店

○
月

○
日

支
払

（
小

計
：

1,
19

3,
00

0
円

、
う

ち
立

候
補

準
備

：1
,1

93
,0

00
円

、
選

挙
運

動
：
0
円

）

(六
)広

告
費

計
：

1
,1

9
3
,0

0
0

円

(二
)家

屋
費

計
：

8
7
5
,0

0
0

円

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

年
　

月
　

日
金

 額
 又

 は
見

　
積

　
額

　
　

　
（
円

）

区
分

支
出

の
目

的
金

銭
以

外
の

支
出

の
見

積
の

根
拠

備
　

考

（「
選
挙
運
動
用
自
動
車
等
を
使
用
す
る
た
め
に
要
し
た
支
出
」（
自
動
車
等
の
借
上
料
、
ガ
ソ
リ
ン
代
、
軽
油
代
、
オ
イ
ル
代
、
修
繕
代
、
タ
イ
ヤ

代
、
運
転
手
及
び
船
員
の
雇
料
等
）に
つ
い
て
は
、
選
挙
運
動
費
用
に
計
上
す
る
必
要
は
な
い
が
、
自
動
車
等
に
取
り
付
け
る
文
書
図
画
（看

板
）に
要
す
る
経
費
は
、
選
挙
運
動
費
用
に
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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５
　

支
出

の
部

(N
o.

 8
 )

費
目

：
(七

)文
具

費

支
　

 出
　

 を
　

 受
 　

け
 　

た
 　

者

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

氏
名

又
は

団
体

名
職

　
業

5,
00

0
立

候
補

準
備

ノ
ー

ト
代

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

○
○

文
具

店

4,
00

0
立

候
補

準
備

セ
ロ

テ
ー

プ
代

　
　

　
　

　
〃

〃

4,
00

0
選

挙
運

動
模

造
紙

代
　

　
　

　
　

〃
〃

3,
00

0
選

挙
運

動
コ

ピ
ー

代
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
○

○
ｺ
ﾋ
ﾟｰ

ｻ
ｰ

ﾋ
ﾞｽ

7,
00

0
選

挙
運

動
紙

袋
代

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

○
○

文
具

店

（
小

計
：

23
,0

00
円

、
う

ち
立

候
補

準
備

：9
,0

00
円

、
選

挙
運

動
：
1
4
,0

0
0
円

）

(七
)文

具
費

計
：

2
3
,0

0
0

円

(二
)家

屋
費

計
：

8
7
5
,0

0
0

円

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

金
 額

 又
 は

見
　

積
　

額
　

　
　

（
円

）

区
分

支
出

の
目

的
金

銭
以

外
の

支
出

の
見

積
の

根
拠

備
　

考
年

　
月

　
日
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５
　

支
出

の
部

(N
o.

 9
 )

費
目

：
(八

)食
料

費

支
　

 出
　

 を
　

 受
 　

け
 　

た
 　

者

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

氏
名

又
は

団
体

名
職

　
業

2,
30

0
選

挙
運

動
弁

当
料

○
○

市
○

○
区

○
○

町
○

番
○

号
甲

 山
 一

 子
無

職
○

月
○

日
支

払

2,
30

0
選

挙
運

動
〃

○
○

郡
○

○
町

大
字

×
×

○
番

地
乙

 山
 二

 子
〃

○
月

○
日

支
払

3,
00

0
選

挙
運

動
〃

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

丙
 山

 三
 子

〃
○

月
○

日
支

払

3,
00

0
選

挙
運

動
〃

○
○

市
○

○
区

○
○

町
○

番
○

号
甲

 川
 一

 子
〃

○
月

○
日

支
払

70
0

選
挙

運
動

〃
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
乙

 川
 二

 子
会

社
員

○
月

○
日

支
払

70
0

選
挙

運
動

〃
○

○
郡

○
○

町
大

字
○

○
×

番
地

丙
 川

 三
 子

会
社

員
○

月
○

日
支

払

9,
00

0
選

挙
運

動
菓

子
代

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

○
○

ス
ト
ア

ー

17
0,

00
0

選
挙

運
動

弁
当

料
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
㈱

○
○

弁
当

○
月

○
日

支
払

（
小

計
：

19
1,

00
0

円
、

う
ち

立
候

補
準

備
：0

円
、

選
挙

運
動

：1
9
1
,0

0
0
円

）

(八
)食

料
費

計
：

1
9
1
,0

0
0

円

(二
)家

屋
費

計
：

8
7
5
,0

0
0

円

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

区
分

支
出

の
目

的
金

銭
以

外
の

支
出

の
見

積
の

根
拠

備
　

考

○
.○

.○

年
　

月
　

日
金

 額
 又

 は
見

　
積

　
額

　
　

　
（
円

）

選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
弁
当
料
の

実
費
弁
償
は
こ
の
よ
う
に
計
上
。

な
お
、
労
務
者
に
は
弁
当
（現
物
）の
提
供
は
で
き

る
が
、
実
費
弁
償
は
で
き
な
い
。

選
挙
事
務
所
に
お
い
て
選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
及
び
労
務
者
に
提
供
す
る
弁
当
は
、
法
第
13
9条
に
よ
り
、
5
4
0
食
分
（
１
食
1
,5
0
0
円
以
内
、

１
人
１
日
4
,5
0
0
円
以
内
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
陣
中
見
舞
に
来
た
選
挙
人
等
に
食
事
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

選
挙
事
務
所
に
お
い
て
選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
及
び
労
務
者
に
弁
当
を
提
供
し
た
場
合
に
は
、
弁
当
料
に
相
当
す
る
額
を
実
費
弁
償

（選
挙
運
動
に
従
事
す
る
者
の
場
合
）又
は
報
酬
（労
務
者
の
場
合
）か
ら
差
し
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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５
　

支
出

の
部

(N
o.

 1
0 

)
費

目
：

(九
)休

泊
費

支
　

 出
　

 を
　

 受
 　

け
 　

た
 　

者

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

氏
名

又
は

団
体

名
職

　
業

23
,0

00
選

挙
運

動
宿

泊
料

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

甲
 野

 三
 郎

政
党

役
員

23
,0

00
選

挙
運

動
〃

○
○

市
○

○
区

○
○

町
○

番
○

号
甲

 山
 五

 郎
〃

（
小

計
：

46
,0

00
円

、
う

ち
立

候
補

準
備

：0
円

、
選

挙
運

動
：4

6
,0

0
0
円

）

(九
)休

泊
費

計
：

4
6
,0

0
0

円

(二
)家

屋
費

計
：

8
7
5
,0

0
0

円

支
出

の
目

的
金

銭
以

外
の

支
出

の
見

積
の

根
拠

備
　

考

○
.○

.○

○
.○

.○

年
　

月
　

日
金

 額
 又

 は
見

　
積

　
額

　
　

　
（
円

）

区
分
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５
　

支
出

の
部

(N
o.

 1
1 

)
費

目
：

(十
)雑

費

支
　

 出
　

 を
　

 受
 　

け
 　

た
 　

者

住
所

又
は

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

氏
名

又
は

団
体

名
職

　
業

50
,0

00
立

候
補

準
備

電
 気

 料
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

㈱
○

○
電

力

20
,0

00
立

候
補

準
備

ガ
 ス

 代
○

○
市

○
○

区
○

○
町

○
番

○
号

○
○

ガ
ス

㈱

10
,0

00
立

候
補

準
備

水
 道

 料
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
○

○
市

水
道

局

2,
00

0
立

候
補

準
備

新
聞

購
読

料
○

○
市

○
○

町
○

番
○

号
○

○
新

聞
販

売
店

○
月

○
日

支
払

（
小

計
：

82
,0

00
円

、
う

ち
立

候
補

準
備

：8
2,

00
0円

、
選

挙
運

動
：
0
円

）

(十
)雑

費
計

：
8
2
,0

0
0

円

(二
)家

屋
費

計
：

8
7
5
,0

0
0

円

○
.○

.○

金
銭

以
外

の
支

出
の

見
積

の
根

拠
備

　
考

○
.○

.○

○
.○

.○

○
.○

.○

年
　

月
　

日
金

 額
 又

 は
見

　
積

　
額

　
　

　
（
円

）

区
分

支
出

の
目

的

第
１
回
分
の
収
支
報
告
書
提
出
時
ま

で
に
支
払
い
が
済
ん
で
い
な
い
場
合

は
、
第
２
回
分
以
降
に
報
告
す
る
こ
と
。
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立
候

補
準

備
の

た
め

の
支

出
8
,
4
2
1
,
1
3
6

選
挙

運
動

の
た

め
の

支
出

3
,
9
3
4
,
0
3
0

計
1
2
,
3
5
5
,
1
6
6

立
候

補
準

備
の

た
め

の
支

出
※
収
入
の
部
の
計
＋
（
参
考
）
公
費
負
担
相
当
額
≧
支
出
の
部
計
と
な
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

選
挙

運
動

の
た

め
の

支
出

項
目

計
選
挙
運
動
用
通
常
葉
書
の
作
成

6
.5
0
円

6
0
,0
0
0
枚

3
9
0
,0
0
0
円

立
候

補
準

備
の

た
め

の
支

出
8
,
4
2
1
,
1
3
6

ビ
ラ
の
作
成

5
.5
0
円

2
5
0
,0
0
0
枚

1
,3
7
5
,0
0
0
円

選
挙

運
動

の
た

め
の

支
出

3
,
9
3
4
,
0
3
0

ポ
ス
タ
ー
の
作
成

8
7
.0
0
円

1
8
,1
2
8
枚

1
,5
7
7
,1
3
6
円

総
　
計

1
2
,
3
5
5
,
1
6
6

選
挙
事
務
所
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の

作
成

4
5
,0
0
0
.0
0
円

9
枚

4
0
5
,0
0
0
円

選
挙
運
動
用
自
動
車
等
の
立
札
及
び
看

板
の
類
の
作
成

4
2
,0
0
0
.0
0
円

4
枚

1
6
8
,0
0
0
円

個
人
演
説
会
の
立
札
及
び
看
板
の
類
の

作
成

3
7
,0
0
0
.0
0
円

5
枚

1
8
5
,0
0
0
円 円

円
枚

円

4
,1
0
0
,1
3
6
円

　
　
　
令
和
　
○
年
○
月
○
○
日

　
　
　
出
納
責
任
者
　
　
　
　
住
　
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
名

印

　
各
項
目
に
お
い
て
二
以
上
の
契
約
が
あ
る
場
合
に
は
、
契
約
ご
と
に
欄
を
追
加
し
て
記
入
す
る
こ
と
。

　
次
の
も
の
に
係
る
公
費
負
担
相
当
額
は
、
本
様
式
に
記
入
の
必
要
は
な
い
（
報
告
書
の
支
出
に
計
上
す
る
必
要
が
な
い
。
）
。

　
　
①
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
借
上
料
、
②
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
燃
料
代
、
③
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
運
転
手
の
傭
料

　
こ
の
報
告
書
は
、
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
従
っ
て
作
製
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
真
実
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

　
福
岡
県
○
○
市
○
○
町
○
○
丁
目
○
○
番
地

　
山
　
川
　
一
　
男

前 　 回 　 計

支
出
の
う
ち

公
費
負
担
相
当
額

単
価
(Ａ
)

枚
数
(Ｂ
)

金
額
((
Ａ
)×
(Ｂ
)＝
(Ｃ
))

総 　 　 額

計

５
　
支
出
の
部
　
（
Ｎ
ｏ
．
1
2
　
）

計

「
出
納
責
任
者
の
氏
名
」
欄
に
は
記
名
押
印
又
は
署
名
を
す
る
こ
と
。

な
お
、
署
名
の
場
合
に
は
、
必
ず
出
納
責
任
者
本
人
が
自
署
す
る
こ
と
。

必
須
様
式

○
支
出
の
う
ち
選
挙
運
動
に
係
る
公
費
負
担
相
当
額
に
つ
い
て
、
本
様
式
に
記
載
す
る
こ
と
。

○
各
項
目
に
お
い
て
２
以
上
の
契
約
が
あ
る
場
合
に
は
、
契
約
ご
と
に
追
加
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

山 川
・出
納
責
任
者
選
任
届
に
記
載
さ
れ
た
住
所
及
び
氏
名
と
一
致
す
る
こ
と
。

・氏
名
は
署
名
ま
た
は
記
名
押
印

第
１
回
分
の
報
告
は
、
選
挙
の
期
日
か
ら
1
5日
以
内
（８
月
４

日
ま
で
）に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
２
回
分
以
降
の
報
告
の
場
合
に
、
前
回
ま
で

の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

-39-



（
領
収
書
等
の
写
し
綴
　
表
紙
）

執
行

（
第

○
回
分
）

※
こ
の
用
紙
は
、
収
支
報
告
書
に
添
付
し
て
提
出
す
る
領
収
書
等
の
写
し
の
表
紙
と
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
提
出
の
際
は
、
用
紙
の
サ
イ
ズ
を
Ａ
４
判
に
統
一
し
て
く
だ
さ
い
。

※
複
数
の
領
収
書
等
の
写
し
を
１
枚
の
用
紙
に
納
め
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
重
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

選
 
挙

 
運

 
動

 
費

 
用

 
収

 
支

 
報

 
告

 
書

　
（

 
領

収
書

等
の

写
し

綴
 
）

令
和
○
年

○
月
○
○
日

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
（
福
岡
県
第
　
〇
区
）

候
補
者
氏
名
　
甲
　
野
　
一
　
郎

注
意
点
は
、
収
支
報
告
書
本
体
の
表
紙
と
同
様
で
あ
る
。

領
収
書
等
の
写
し
を
綴
る
際
は
、
左
下
の
「
※
」に
も
注
意
の
こ
と
。

○
領
収
書
等
は
、
収
支
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
順
番
に
綴
る
こ
と
。

○
「領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
っ
た
支
出
の
明
細
書
」「
振
込
明

細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
」は
こ
の
綴
に
綴
る
こ
と
。
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支
出
の
年
月
日

支
 出

 の
 金

 額
　
　
　
　

　
　
（
円
）

区
　
　
　
　
分

支
出

の
目

的
領

収
書

そ
の

他
の

支
出

を
証

す
べ

き
書

面
を

徴
し

難
か

っ
た

事
情

○
.
○

.
○

1
7
0
,
0
0
0

選
挙

運
動

労
務

者
報

酬
無

償
労

務
提

供
の

た
め

○
.
○

.
○

2
,
0
0
0

選
挙

運
動

電
車

賃
即

金
支

払
い

の
た

め

○
.
○

.
○

1
,
5
7
7
,
1
3
6

立
候

補
準

備
ポ

ス
タ

ー
作

成
費

公
費

で
支

払
わ

れ
る

た
め

○
.
○

.
○

1
,
3
7
5
,
0
0
0

立
候

補
準

備
ビ

ラ
作

成
費

公
費

で
支

払
わ

れ
る

た
め

○
.
○

.
○

3
9
0
,
0
0
0

立
候

補
準

備
葉

書
印

刷
費

公
費

で
支

払
わ

れ
る

た
め

○
.
○

.
○

4
0
5
,
0
0
0

立
候

補
準

備
選

挙
事

務
所

看
板

代
公

費
で

支
払

わ
れ

る
た

め

○
.
○

.
○

1
8
5
,
0
0
0

立
候

補
準

備
個

人
演

説
会

看
板

代
公

費
で

支
払

わ
れ

る
た

め

○
.
○

.
○

1
6
8
,
0
0
0

立
候

補
準

備
自

動
車

看
板

作
成

代
公

費
で

支
払

わ
れ

る
た

め

○
.
○

.
○

2
,
9
7
5
,
0
0
0

立
候

補
準

備
政

見
放

送
録

画
費

公
費

で
支

払
わ

れ
る

た
め

備
考

　
１

　
「
区
分
」
の
欄
に
は
、
立
候
補
準
備
の
た
め
に
要
し
た
費
用
及
び
選
挙
運
動
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
の
区
別

を
明
記
す
る
も
の
と
す
る
。

  
  
  
２

　
「
支
出
の
目
的
」
の
欄
に
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
別
記
第
三
十
号
様
式
支
出
簿
の
備
考
中
６
の
例
に
よ
り
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

領
 
収

 
書

 
等

 
を

 
徴

 
し

 
難

 
い

 
事

 
情

 
が

 
あ

 
っ

 
た

 
支

 
出

 
の

 
明

 
細

 
書

１
　
令
和
○
年
　
○
月
○
日
　
　
　
　
執
行

衆
議

院
小

選
挙

区
選

出
議

員
選

挙
（

福
岡

県
第

　
〇

区
）

２
　
公
職
の
候
補
者
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
名

　
甲

　
野

　
一

　
郎

３
　
出
納
責
任
者
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
名

　
山

　
川

　
一

　
男

○
こ
の
様
式
は
、
収
支
報
告
書
に
記
載
し
た
支
出
の
う
ち
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
っ
た
支
出
に
つ
い
て
１
件
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
。

○
な
お
、
「領
収
書
の
紛
失
」は
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
に
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
は
、
支
払
先
に
再
発
行
を
依
頼
す
る
こ
と
。

○
ま
た
、
金
融
機
関
へ
の
振
込
に
よ
り
支
出
し
た
場
合
で
、
支
出
先
か
ら
領
収
書
等
が
発
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
本
様
式
で
な
く
「
振
込
明

細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
」の
作
成
に
よ
っ
て
も
構
わ
な
い
。

報
酬
を
辞
退
し
た
場
合
は
、
見
積
額
を
寄
附
に
よ
る
収
入
に
計
上
し
、
同
額
の
支
出
が
あ
っ
た
と
し
て
取
り
扱
う
が
、
領

収
書
が
と
れ
な
い
た
め
、
本
様
式
に
記
載
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
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１
　
令
和
○
年
　
○
月
○
日
　
　
執
行

２
　
公
職
の
候
補
者
　
　
　
　
　
氏
　
名

３
　
出
納
責
任
者
　
　
　
　
　
　
氏
　
名

備
考

　
１

　
「
支
出
の
費
目
」
の
欄
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
別
記
第
三
十
号
様
式
支
出
簿
の
備
考
中
３
の
例
に
よ
り
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

　
２

　
「
支
出
の
目
的
」
の
欄
は
、
公
職
選
挙
法
施
行
規
則
別
記
第
三
十
号
様
式
支
出
簿
の
備
考
中
６
の
例
に
よ
り
記

載
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

　
３

　
支
出
の
目
的
ご
と
に
別
葉
と
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　

　
４

　
支
出
の
目
的
に
対
応
す
る
振
込
明
細
書
の
写
し
と
併
せ
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　
甲

　
野

　
一

　
郎

　
山

　
川

　
一

　
男

振
 
込

 
明

 
細

 
書

 
に

 
係

 
る

 
支

 
出

 
目

 
的

 
書

支
出

の
費

目
支

出
の

目
的

選
挙

事
務

所
費

備
品

借
上

料
　

　
㈱

○
○

商
会

衆
議

院
小

選
挙

区
選

出
議

員
選

挙
（

福
岡

県
第

　
〇

区
）

○
当
該
支
出
に
つ
い
て
「領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
っ
た
支
出
の
明
細
書
」
に
記
載
を
し
て
い
る
場
合
又
は
振
込
明
細
書

に
支
出
の
目
的
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
（出
納
責
任
者
に
よ
る
記
入
も
可
）は
、
本
様
式
を
さ
ら
に
作
成
し
て
提
出
す
る
必
要

は
な
い
。

○
な
お
、
こ
の
様
式
は
、
支
出
の
目
的
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
個
々
の
振
込
明
細
書
ご
と
に
作
成
す
る
必
要
は
な
い
。
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寄附金（税額）控除のための書類 

（確認欄） 

 

この寄附金は、政治資金規正法第１２条若しくは第１７条又は公職選挙法第１８９条の規定に

よる収支報告書により報告されたものです。 

 

 （寄附をした者） 

氏       名  

住       所  

寄 附 金 の 額 

 百万 十万 万 千 百 十 円 

        

寄 附 年 月 日 令和   年   月   日 

  （寄附を受けた団体） 

名       称  

住       所  

 

団 体 の 区 分 
いずれか該当するも 

のの番号を○で表示 

政党又は政治資金団体 
租税特別措置法第41条の18 

第１項第１号又は第２号 

左記以外の特定の政治団体 
租税特別措置法第41条の18 

第１項第３号又は第４号 

１ ２ 

租税特別措置法第41条の18 

第１項第３号該当の場合 

その団体の主宰者又は主要な

構成員である国会議員の氏名 
 

租税特別措置法第41条の18 

第１項第４号該当の場合 

(1) その団体が推薦し又は支 

持する者の氏名 
 

 

同号イ該当の場合は (2)の 

記載は必要ありません。 
(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日 

                      選挙 

令和  年  月  日 

 （寄附を受けた個人） 

公 職 の 候 補 者 

(1) 公職の候補者の氏名  

(2) 上記(1)の者が立候補した

選挙名及び立候補年月日 

衆議院小選挙区選出議員選挙 

（福岡県第  区） 

令和 年  月  日 

住             所  

  （寄附の内訳） 

年 月 日 金    額 年 月 日 金    額 年 月 日 金    額 

･   ･ 円 ･   ･ 円 ･   ･ 円 

･   ･ 円 ･   ･ 円 ･   ･ 円 

･   ･ 円 ･   ･ 円 ･   ･ 円 

･   ･ 円 ･   ･ 円 ･   ･ 円 

･   ･ 円 ･   ･ 円 ･   ･ 円 
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